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○
国
土
交
通
省
令
第
十
三
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
五
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
宅

地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
宅
地

建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
建
設
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改
正
後

改
正
前

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
十
四
条
の
三

[

略]

第
十
四
条
の
三

[

同
上]

２
～
４

[

略]

２
～
４

[

同
上]

５

第
一
項
の
登
録
申
請
書
、
第
三
項
第
二
号
の
書
面
の
う
ち
法
第
十
八
条
第
一
項
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
で
あ

５

第
一
項
の
登
録
申
請
書
、
第
三
項
第
三
号
の
書
面
の
う
ち
法
第
十
八
条
第
一
項
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
で

る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
第
三
項
第
五
号
の
誓
約
書
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
様
式
第
五
号
、
別
記
様
式
第
五

あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
第
三
項
第
五
号
の
誓
約
書
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
様
式
第
五
号
、
別
記
様
式

号
の
二
及
び
別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
五
号
の
二
及
び
別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
身
分
証
明
書
の
様
式
）

（
身
分
証
明
書
の
様
式
）

第
三
十
条

法
第
七
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
十
四
号
に
よ
る
も

第
三
十
条

法
第
七
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
十
四
号
に
よ
る

の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

別記様式第一号（第一条関係）

別記様式第一号（第一条関係）
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別記様式第三号の九（第十三条の十七関係） 別記様式第三号の四（第五条の三関係）

別記様式第三号の四（第五条の三関係）別記様式第三号の九（第十三条の十六関係）
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別記様式第三号の十（第十三条の二十一関係）

別記様式第三号の十（第十三条の二十一関係）別記様式第五号（第十四条の三関係）

別記様式第五号（第十四条の三関係）
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別記様式第六号の二（第十四条の五関係）

別記様式第六号の二（第十四条の五関係）
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別記様式第七号（第十四条の七関係）

別記様式第七号（第十四条の七関係）
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別記様式第七号の二（第十四条の七の二関係）

別記様式第七号の二（第十四条の七の二関係）
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別記様式第八号の二（第十七条の二関係）

別記様式第八号の二（第十七条の二関係）

別記様式第十二号（第十九関係）

別記様式第十二号（第十九関係）
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別記様式第十二号の二（第十九条の二関係）

別記様式第十二号の二（第十九条の二関係）
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

別記様式第二十四号（第三十条関係） 別記様式第二十二号（第二十六条の十関係）

別記様式第二十二号（第二十六条の十関係）別記様式第二十四号（第三十条関係）
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第
二
条

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付

し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改
正
後

改
正
前

（
建
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
等
）

第
十
五
条
の
七

法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
建
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で

[

条
を
加
え
る]

定
め
る
も
の
は
、
住
宅
の
基
礎
、
基
礎
ぐ
い
、
壁
、
柱
、
小
屋
組
、
土
台
、
斜
材
（
筋
か
い
、
方
づ
え
、
火
打
材
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。
）
、
床
版
、
屋
根
版
又
は
横
架
材
（
は
り
、
け
た
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

も
の
を
い
う
。
）
で
、
当
該
住
宅
の
自
重
若
し
く
は
積
載
荷
重
、
積
雪
、
風
圧
、
土
圧
若
し
く
は
水
圧
又
は
地
震
そ

の
他
の
震
動
若
し
く
は
衝
撃
を
支
え
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
建
物
の
雨
水
の
浸
入
を
防
止
す
る
部
分
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

住
宅
の
屋
根
若
し
く
は
外
壁
又
は
こ
れ
ら
の
開
口
部
に
設
け
る
戸
、
わ
く
そ
の
他
の
建
具

二

雨
水
を
排
除
す
る
た
め
住
宅
に
設
け
る
排
水
管
の
う
ち
、
当
該
住
宅
の
屋
根
若
し
く
は
外
壁
の
内
部
又
は
屋
内

に
あ
る
部
分

（
法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
等
）

第
十
五
条
の
八

法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も

[

条
を
加
え
る]

該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
士
（
以
下
「
建
築
士
」
と

い
う
。
）

二

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
講
習
を
修
了
し
た
者

２

前
項
に
規
定
す
る
者
は
、
建
物
状
況
調
査
を
実
施
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
行
う

も
の
と
す
る
。

（
媒
介
契
約
の
書
面
の
記
載
事
項
）

（
媒
介
契
約
の
書
面
の
記
載
事
項
）

第
十
五
条
の
九

法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ

第
十
五
条
の
七

法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

[

同
上]

二

依
頼
者
が
売
買
又
は
交
換
の
媒
介
を
依
頼
し
た
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
探
索
し
た
相
手
方
以
外
の
者
と
売
買
又

二

依
頼
者
が
売
買
又
は
交
換
の
媒
介
を
依
頼
し
た
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
探
索
し
た
相
手
方
以
外
の
者
と
売
買

は
交
換
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
特
約
を
含
む
専
任
媒
介
契
約
（
次
条
及
び
第
十
五
条
の
十
一

又
は
交
換
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
特
約
を
含
む
専
任
媒
介
契
約
（
次
条
及
び
第
十
五
条
の

に
お
い
て
「
専
属
専
任
媒
介
契
約
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
依
頼
者
が
当
該
相
手
方
以
外
の
者
と
売
買
又
は

九
に
お
い
て
「
専
属
専
任
媒
介
契
約
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
依
頼
者
が
当
該
相
手
方
以
外
の
者
と
売
買

交
換
の
契
約
を
締
結
し
た
と
き
の
措
置

又
は
交
換
の
契
約
を
締
結
し
た
と
き
の
措
置

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上]



- 14 -

（
指
定
流
通
機
構
へ
の
登
録
期
間
）

（
指
定
流
通
機
構
へ
の
登
録
期
間
）

第
十
五
条
の
十

［
略
］

第
十
五
条
の
八

［
同
上
］

（
指
定
流
通
機
構
へ
の
登
録
事
項
）

（
指
定
流
通
機
構
へ
の
登
録
事
項
）

第
十
五
条
の
十
一

［
略
］

第
十
五
条
の
九

［
同
上
］

（
指
定
流
通
機
構
へ
の
登
録
方
法
）

（
指
定
流
通
機
構
へ
の
登
録
方
法
）

第
十
五
条
の
十
二

［
略
］

第
十
五
条
の
十

［
同
上
］

（
指
定
流
通
機
構
へ
の
通
知
）

（
指
定
流
通
機
構
へ
の
通
知
）

第
十
五
条
の
十
三

［
略
］

第
十
五
条
の
十
一

[

同
上
］

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
六
号
の
二
イ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
）

第
十
六
条
の
二
の
二

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
六
号
の
二
イ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
一
年
と
す
る
。

［
条
を
加
え
る
］

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
六
号
の
二
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
）

第
十
六
条
の
二
の
三

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
六
号
の
二
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
売
買
又
は
交
換

［
条
を
加
え
る
］

の
契
約
に
係
る
住
宅
に
関
す
る
書
類
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
六
条
第
一
項
（
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
又
は
同
法
第

八
十
七
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
書
及
び
同
法
第
十
八
条
第
二

項
（
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
又
は
同
法
第
八
十
七
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
計
画
通
知
書
並
び
に
同
法
第
六
条
第
一
項
及
び
同
法
第
十
八
条
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
八
十
七
条

第
一
項
又
は
同
法
第
八
十
七
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
済
証

二

建
築
基
準
法
第
七
条
第
五
項
及
び
同
法
第
十
八
条
第
十
八
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
八
十
七
条
の
二
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
検
査
済
証

三

法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
建
物
状
況
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
書

四

既
存
住
宅
に
係
る
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
六
条
第

三
項
に
規
定
す
る
建
設
住
宅
性
能
評
価
書

五

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
五
条
第
三
項
及
び
同
規
則
第
六
条
第
三
項

に
規
定
す
る
書
類

六

当
該
住
宅
が
昭
和
五
十
六
年
五
月
三
十
一
日
以
前
に
新
築
の
工
事
に
着
手
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
地
震
に

対
す
る
安
全
性
に
係
る
建
築
基
準
法
並
び
に
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
及
び
条
例
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ

に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類
で
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
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る
基
本
方
針
の
う
ち
同
条
第
二
項
第
三
号
の
技
術
上
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項
に
基
づ
い
て
建
築
士
が
行
っ
た

耐
震
診
断
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
書

ロ

既
存
住
宅
に
係
る
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
三
項
の
建
設
住
宅
性
能
評
価
書

ハ

既
存
住
宅
の
売
買
に
係
る
特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律

第
六
十
六
号
）
第
十
九
条
第
二
号
の
保
険
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
住
宅
の
耐
震
性
に
関
す
る
書
類

（
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
に
関
す
る
措
置
）

（
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
に
関
す
る
措
置
）

第
十
六
条
の
四
の
二

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
三
号
の
国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各

第
十
六
条
の
四
の
二

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
三
号
の
国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の

号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
販
売
瑕
疵
担

四

特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
十
一
条

保
保
証
金
の
供
託

第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
販
売
瑕
疵
担
保
保
証
金
の
供
託

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
四
号
イ
の
国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
及
び
同
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
四
号
イ
の
国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
及
び
同
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

項
）

事
項
）

第
十
六
条
の
四
の
三

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
四
号
イ
の
国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
及
び
同
号
ロ
の
国
土
交
通

第
十
六
条
の
四
の
三

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
四
号
イ
の
国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
及
び
同
号
ロ
の
国
土
交

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
宅
地
の
売
買
又
は
交
換
の
契
約
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
宅
地
の
売
買
又
は
交
換
の
契
約
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も

、
建
物
の
売
買
又
は
交
換
の
契
約
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
、
宅
地
の
貸
借
の
契
約

の
、
建
物
の
売
買
又
は
交
換
の
契
約
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
、
宅
地
の
貸
借
の
契

に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
、
建
物
の
貸
借
の
契
約

約
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
、
建
物
の
貸
借
の
契

に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

約
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

当
該
建
物
（
昭
和
五
十
六
年
六
月
一
日
以
降
に
新
築
の
工
事
に
着
手
し
た
も
の
を
除
く
。
）
が
建
築
物
の
耐
震

五

当
該
建
物
（
昭
和
五
十
六
年
六
月
一
日
以
降
に
新
築
の
工
事
に
着
手
し
た
も
の
を
除
く
。
）
が
建
築
物
の
耐

改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
の
う
ち
同
条
第
二
項
第
三
号
の
技
術
上
の
指

震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
の

針
と
な
る
べ
き
事
項
に
基
づ
い
て
次
に
掲
げ
る
者
が
行
う
耐
震
診
断
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

う
ち
同
条
第
二
項
第
三
号
の
技
術
上
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項
に
基
づ
い
て
次
に
掲
げ
る
者
が
行
う
耐
震
診
断

を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

イ

建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
確
認
検
査
機
関

イ

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
確

認
検
査
機
関

ロ

建
築
士

ロ

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
士

ハ

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関

ハ

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関

ニ

［
略
］

ニ

［
同
上
］

［
六
～
十
三

略
］

［
六
～
十
三

同
上
］
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（
法
第
三
十
五
条
第
三
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
）

（
法
第
三
十
五
条
第
三
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
十
六
条
の
四
の
七

法
第
三
十
五
条
第
三
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
信
託
財
産
が
宅
地

第
十
六
条
の
四
の
七

法
第
三
十
五
条
第
三
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
信
託
財
産
が
宅

の
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
、
当
該
信
託
財
産
が
建
物
の
場
合
に
あ

地
の
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
、
当
該
信
託
財
産
が
建
物
の
場
合

つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

［
一
～
四

同
上
］

五

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
建
物
（
昭
和
五
十
六
年
六
月
一
日
以
降
に
新
築
の
工
事
に
着
手
し
た
も
の
を
除
く
。
）

五

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
建
物
（
昭
和
五
十
六
年
六
月
一
日
以
降
に
新
築
の
工
事
に
着
手
し
た
も
の
を
除
く
。

が
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
の
う
ち
同
条
第
二
項
第
三

）
が
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
の
う
ち
同
条
第
二
項

号
の
技
術
上
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項
に
基
づ
い
て
次
に
掲
げ
る
者
が
行
う
耐
震
診
断
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と

第
三
号
の
技
術
上
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項
に
基
づ
い
て
次
に
掲
げ
る
者
が
行
う
耐
震
診
断
を
受
け
た
も
の
で

き
は
、
そ
の
内
容

あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

イ

（
略
）

イ

［
同
上
］

ロ

建
築
士

ロ

建
築
士
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
士

ハ
・
ニ

（
略
）

［
ハ
・
ニ

同
上
］

六
・
七

（
略
）

［
六
・
七

同
上
］

（
法
第
五
十
条
の
二
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
十
五
条
第
三
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省

（
法
第
五
十
条
の
二
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
十
五
条
第
三
項
第
七
号
の
国
土
交
通

令
で
定
め
る
事
項
）

省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
十
九
条
の
二
の
六

法
第
五
十
条
の
二
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
十
五
条
第
三
項
第
七

第
十
九
条
の
二
の
六

法
第
五
十
条
の
二
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
十
五
条
第
三
項
第

号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
信
託
財
産
が
宅
地
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
信
託
財
産
が
宅
地
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
三

で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
、
当
該
信
託
財
産
が
建
物
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲

号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
、
当
該
信
託
財
産
が
建
物
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま

げ
る
も
の
と
す
る
。

で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

［
一
～
四

同
上
］

五

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
建
物
（
昭
和
五
十
六
年
六
月
一
日
以
降
に
新
築
の
工
事
に
着
手
し
た
も
の
を
除
く
。
）

五

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
建
物
（
昭
和
五
十
六
年
六
月
一
日
以
降
に
新
築
の
工
事
に
着
手
し
た
も
の
を
除
く
。

が
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
の
う
ち
同
条
第
二
項
第
三

）
が
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
の
う
ち
同
条
第
二
項

号
の
技
術
上
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項
に
基
づ
い
て
次
に
掲
げ
る
者
が
行
う
耐
震
診
断
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と

第
三
号
の
技
術
上
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項
に
基
づ
い
て
次
に
掲
げ
る
者
が
行
う
耐
震
診
断
を
受
け
た
も
の
で

き
は
、
そ
の
内
容

あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

イ

（
略
）

イ

［
同
上
］

ロ

建
築
士

ロ

建
築
士
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
士

ハ
・
ニ

（
略
）

［
ハ
・
ニ

同
上
］

六
・
七

（
略
）

［
六
・
七

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
二
十
二
号
は
、
平
成
二
十
九
年
三

月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
事
業
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度

に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


